
●証明書の手数料 

 

【福島市役所･支所等の電話番号】  福 島 市 役 所 ☎535-1111 

市役所市民課  ☎525-3732 東口行政ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ ☎524-3717 

渡 利 支 所 ☎523-5001  土湯温泉町支所 ☎595-2051  

杉 妻 支 所 ☎546-3365  信 陵 支 所 ☎557-6001  

蓬 莱 支 所 ☎548-4508  立 子 山 支 所 ☎597-2111  

清 水 支 所 ☎557-2388  飯 坂 支 所 ☎542-2111  

東 部 支 所 ☎534-2471  松 川 支 所 ☎567-2111  

大 波 出 張 所 ☎588-1055  信 夫 支 所 ☎545-2170  

北 信 支 所 ☎554-1111  吾 妻 支 所 ☎526-3350  

吉 井 田 支 所 ☎546-3469  飯 野 支 所 ☎562-2111 

西 支 所 ☎593-1001  茂 庭 出 張 所 ☎596-1001 

 

福島市西口行政サービスコーナー 

所在地 〒960-8053 福島県福島市三河南町 1 番 20 号 

福島駅西口「コラッセふくしま」１階  

電 話 024－525－4021 

FAX ０２４－５２６－１２０９ 

 

 

 

駐車場１００台（コラッセふくしま駐車場は 30 分まで無料です） 

―４― 

福島市西口行政サービスコーナー 

 業  務  案  内 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市西口行政サービスコーナーは、福島市役所市民課の

出先機関として、平成 15 年 7 月「コラッセふくしま」の開

館と同時にオープンしました。主に住民票や戸籍、印鑑証明、

市税証明等の交付を行っております。 

みなさまのご利用を心からお待ちしております。 

  ○開所時間 月曜日～金曜日：午前 9 時～午後 7 時まで 

土曜日・日曜日：午前 9 時～午後 5 時 30 分まで 

  ○閉 所 日 国民の祝日（国民の祝日が日曜日と重なった場合は開所、

翌月曜日が閉所）及び年末年始（12/29～1/3） 

  ※ 曜日、時間によってお取扱いできる業務が異なります。 

   次ページの「西口行政サービスコーナーの業務内容」をご覧ください。 

―１― 

戸籍謄本(抄本) 1 通 ４５０円 住民票 1 通 ３００円 

除籍謄本(抄本) 1 通 ７５０円 記載事項証明 1 通 ３００円 

戸籍の附票 1 通 ３００円 印鑑証明書 1 通 ３００円 

身分証明書 1 通 ３００円 市税証明書 1 通 ３００円 



● 西口行政サービスコーナーの業務内容 

 

開所時間と業務内容 

平  日 土曜・日曜 

9:00 ～ 

17:00 

17:00 ～ 

19:00 

9:00 ～ 

17:30 

戸 

籍 

戸籍・除籍の謄・抄本、 

その他戸籍関係証明書 
○   

住

民

票 

住民票の交付 

住民票記載事項証明書 
○ ○ ○ 

住民票の写しの広域交付

（他市町村に住民登録のある方） ○   

印

鑑 

印鑑登録、廃止手続、 

印鑑登録証明書の交付 
○ ○ ○ 

市

税 

課税、納税、所得、 

所得課税証明書の交付 
○ ○ ○ 

母子健康手帳の交付 ○ ○ ○ 

市民交通災害共済加入申込 ○ ○ ○ 

住
所
異
動 

転居（福島市内での異動） 

○ 
  

転入（福島市外からの異動） 

転出（福島市外への異動） 

 

●住所異動の注意点について 

住所異動に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、

子ども医療、重度医療、介護保険、児童手当、転入学の手続きな

どが必要となる方は、市役所の担当課または各支所の窓口で手続

きしていただくようになりますのでご了承ください。 

―２― 

●申請・届出の際、お持ちいただく書類等（本人申請・届出の場合） 

戸籍・住民票 ・官公庁発行の身分証明書（★） 

広域交付住民票 ・官公庁発行の顔写真付身分証明書（必須） 

印鑑登録 
・登録する印鑑 
・官公庁発行の顔写真付身分証明書 

（お持ちでない方は別段の方法となります） 

印鑑証明書 
・印鑑登録証（お持ちいただかないと、ご本人で
も交付できません。） 

市税証明 ・官公庁発行の身分証明書（★） 

住所異動 ・官公庁発行の身分証明書（★） 

（★）運転免許証・パスポートなどが該当します。 

    顔写真付身分証明書がない場合は、健康保険の被保険証、

年金手帳など 2 点以上での確認が必要になります。 

 

●代理人が申請する場合について 

原則委任状が必要です。ただし、戸籍関係に関しては直系親族、

住民票関係に関しては同一世帯、市税証明書に関しては同一世帯親

族であれば必要ありません。 

印鑑登録については、別段の方法となりますので、お問い合わせ

ください。また、印鑑証明書交付の代理人申請については、必要な

方の印鑑登録証をお持ちください。 

広域交付の住民票は、ご本人もしくは同一世帯の方しか申請する

ことができません。 

 

●戸籍の届出について 

戸籍の届出（婚姻や出生などの届）については、西口行政サービ

スコーナーではお取扱いできませんので、福島市役所市民課または

お近くの支所でお手続きをお願いいたします。 

 
※ 詳しくは、西口行政サービスコーナーへお問い合わせください。 

―３― 

即日交付は平日の午後 5時まで 

× × 

交付は平日の午後 5時まで 

× × 

住所異動は平日の午後 5時まで 

× × 


